
JP 6236854 B2 2017.11.29

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　超音波プローブが接続可能に構成され、ＡＣ電源及び充電式の電源であるバッテリーと
接続可能に構成される超音波診断装置であって、
　前記ＡＣ電源と電気的に接続しているか否かを検出するＡＣアダプタ接続検出部と、
　少なくとも１つの外部構成との信号の授受を行う少なくとも１つの入出力部と、
　前記入出力部と前記外部構成との接続状態を検出する装置構成検出部と、
　表示部を備え、
　前記ＡＣアダプタ接続検出部が前記ＡＣ電源との接続が遮断されたことを検出したとき
に、前記バッテリーからの電力供給に切り替え、接続されていると検出された前記外部構
成のそれぞれに対する電力供給量を制御するための操作画面であって、接続された前記外
部構成及び接続されていない前記外部構成のうち、接続された前記外部構成のみを選択可
能な態様で示す操作画面を前記表示部に表示する、
　超音波診断装置。
【請求項２】
　前記入出力部は、複数の超音波プローブを接続可能な接続部、超音波診断画像を記憶す
る記憶装置との接続部、記憶媒体に記憶されたデータを読み出す機器との接続部、外部デ
バイスとの接続が可能な拡張部、のうちの少なくともいずれかである、
　請求項１に記載の超音波診断装置。
【請求項３】
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　前記超音波プローブから被検体に超音波を送信するための送信電気信号の生成を制御す
る送信制御部と、
　前記超音波プローブが受信した反射超音波に基づく受信信号を取得する超音波受信部と
、
　をさらに備え、
　前記ＡＣアダプタ接続検出部が前記ＡＣ電源との接続が遮断されたことを検出したとき
に、前記表示部に前記超音波診断装置内での電力供給量を制御するための第２操作画面を
表示する、
　請求項１又は２に記載の超音波診断装置。
【請求項４】
　前記第２操作画面は、前記送信電気信号の生成の有無を制御できるモード選択画面であ
る、
　請求項３に記載の超音波診断装置。
【請求項５】
　前記モード選択画面は、前記送信制御部への電力供給量を減少するモードを含む、
　請求項４に記載の超音波診断装置。
【請求項６】
　前記モード選択画面は、前記送信制御部への電力供給を遮断するモードを含む、
　請求項４又は５に記載の超音波診断装置。
【請求項７】
　前記送信制御部に接続されたシステム制御部と、
　前記システム制御部に接続された記憶部をさらに備え、
　前記モード選択画面は、前記システム制御部の設定を前記記憶部に保存した後に前記シ
ステム制御部への電力供給を遮断するモードを含む、
　請求項４から６のいずれか一項に記載の超音波診断装置。
【請求項８】
　前記第２操作画面は、前記表示部への電力供給の有無を選択できる画面である、
　請求項３から７のいずれか１項に記載の超音波診断装置。
【請求項９】
　前記表示部はタッチパネル式の操作部と接続され、
　前記第２操作画面は、前記操作部への電力供給の有無を選択できる画面である、
　請求項３から８のいずれか１項に記載の超音波診断装置。
【請求項１０】
　前記システム制御部は、所定時間の入力を受付け、前記超音波診断装置が前記所定時間
内で消費する消費電力量を算出し、前記消費電力量と前記バッテリーの保有する電力量と
を比較する、
　請求項７から９のいずれか１項に記載の超音波診断装置。
【請求項１１】
　超音波プローブが接続可能に構成され、ＡＣ電源及び充電式の電源であるバッテリーと
接続可能に構成される超音波診断装置の制御方法であって、
　外部構成と信号の授受を行う入出力部と、少なくとも１つの前記外部構成と、の接続状
態を検出するステップと、
　前記ＡＣ電源との接続が遮断されたことを検出したときに、前記バッテリーからの電力
供給に切り替え、接続されていると検出された前記外部構成のそれぞれに対する電力供給
量を制御するための操作画面であって、接続された前記外部構成及び接続されていない前
記外部構成のうち、接続された前記外部構成のみを選択可能な態様で示す操作画面を表示
部に表示するステップと、
　を備える超音波診断装置の制御方法。
【請求項１２】
　前記入出力部は、複数の超音波プローブを接続可能な接続部、超音波診断画像を記憶す
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る記憶装置との接続部、記憶媒体に記憶されたデータを読み出す機器との接続部、外部デ
バイスとの接続が可能な拡張部、のうちの少なくともいずれかである、
　請求項１１に記載の超音波診断装置の制御方法。
【請求項１３】
　前記ＡＣ電源との接続が遮断されたことを検出したときに、前記表示部に前記超音波診
断装置内での電力供給量を制御するための第２操作画面を表示するステップをさらに備え
る、
　請求項１１又は１２に記載の超音波診断装置の制御方法。
【請求項１４】
　前記第２操作画面は、前記送信電気信号の生成の有無を制御できるモード選択画面であ
る、
　請求項１３に記載の超音波診断装置の制御方法。
【請求項１５】
　前記モード選択画面は、送信制御部への電力供給量を減少するモードを含む、
　請求項１４に記載の超音波診断装置の制御方法。
【請求項１６】
　前記モード選択画面は、前記送信制御部への電力供給を遮断するモードを含む、
　請求項１４又は１５に記載の超音波診断装置の制御方法。
【請求項１７】
　前記モード選択画面は、前記送信制御部に接続されたシステム制御部の設定を保存した
後に前記システム制御部への電力供給を遮断するモードを含む、
　請求項１４から１６のいずれか一項に記載の超音波診断装置の制御方法。
【請求項１８】
　前記第２操作画面は、前記表示部への電力供給の有無を選択できる画面である、
　請求項１３から１７のいずれか１項に記載の超音波診断装置の制御方法。
【請求項１９】
　前記表示部はタッチパネル式の操作部と接続され、
　前記第２操作画面は、前記操作部への電力供給の有無を選択できる画面である、
　請求項１３から１８のいずれか１項に記載の超音波診断装置の制御方法。
【請求項２０】
　所定時間の入力を受付けるステップと、
　前記超音波診断装置が前記所定時間内で消費する消費電力量を算出するステップと、
　前記消費電力量と前記バッテリーの保有する電力量とを比較するステップと、
　を備える請求項１１から１９のいずれか１項に記載の超音波診断装置の制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、医療分野に用いられ、電源に接続可能な超音波診断装置及び超音波診断装置
の制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、商用のＡＣ電源からの電力供給により動作する超音波診断装置が用いられてきた
が、近年は超音波診断装置の様々な使用態様に対応するため、商用のＡＣ電源と充電可能
なバッテリーとを切り替えて使用できる超音波診断装置が用いられている。例えば特許文
献１には、超音波診断装置に充電可能なバッテリーを有する電源ユニットが接続し、この
電源ユニットはＡＣ電源とバッテリーとを切換え可能な構成となっている。すなわち、Ａ
Ｃ電源からの入力を検出した場合はＡＣ電源からの電力を超音波診断装置に供給し、ＡＣ
電源からの入力が検出されない場合はバッテリーからの電力を超音波診断装置に供給する
ように構成されている。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平５－２６１０９６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、バッテリーから電力を供給する場合、バッテリーの充電量には限界があ
るため、超音波診断装置に電力を供給する持続時間が短いという問題がある。
【０００５】
　商用のＡＣ電源との接続を切断しバッテリーに切り替える場合としては、例えば設定な
どを維持するために電源を完全に落とさずに超音波診断装置を移動させたい場合、すなわ
ち超音波診断を行わない場合と、バッテリーからの電力供給を受けながら超音波診断を行
う場合とがある。超音波診断を行わない場合と、超音波診断を行う場合とでは、超音波診
断装置内で電力を供給すべき構成とその供給量が異なる。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　そしてこの目的を達成するために本発明の超音波診断装置は、超音波プローブが接続可
能に構成され、ＡＣ電源及び充電式の電源であるバッテリーと接続可能に構成される超音
波診断装置であって、前記ＡＣ電源と電気的に接続しているか否かを検出するＡＣアダプ
タ接続検出部と、少なくとも１つの外部構成との信号の授受を行う少なくとも１つの入出
力部と、前記入出力部と前記外部構成との接続状態を検出する装置構成検出部と、表示部
を備え、前記ＡＣアダプタ接続検出部が前記ＡＣ電源との接続が遮断されたことを検出し
たときに、前記バッテリーからの電力供給に切り替え、接続されていると検出された前記
外部構成のそれぞれに対する電力供給量を制御するための操作画面であって、接続された
前記外部構成及び接続されていない前記外部構成のうち、接続された前記外部構成のみを
選択可能な態様で示す操作画面を前記表示部に表示する。
【０００７】
　また、本発明の超音波診断装置の制御方法は、超音波プローブが接続可能に構成され、
ＡＣ電源及び充電式の電源であるバッテリーと接続可能に構成される超音波診断装置の制
御方法であって、外部構成と信号の授受を行う入出力部と、少なくとも１つの前記外部構
成と、の接続状態を検出するステップと、前記ＡＣ電源との接続が遮断されたことを検出
したときに、前記バッテリーからの電力供給に切り替え、接続されていると検出された前
記外部構成のそれぞれに対する電力供給量を制御するための操作画面であって、接続され
た前記外部構成及び接続されていない前記外部構成のうち、接続された前記外部構成のみ
を選択可能な態様で示す操作画面を表示部に表示するステップと、を備える。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、ＡＣ電源と超音波診断装置の接続が遮断されたことを検出したときに
、バッテリーからの電力供給に切換え、表示部に超音波診断装置内での電力供給量を制御
するための操作画面を表示するので、ユーザーがその操作画面を操作し超音波診断装置内
での電力供給量を制御することが可能となり、バッテリーからの電力供給に切り換わった
際に適切な動作を行いつつ、バッテリーの消費を抑えることができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の実施の形態１における超音波診断装置の構成図
【図２】本発明の実施の形態１におけるフローチャート
【図３】本発明の実施の形態１におけるモード選択表示画面を示す図
【図４】本発明の実施の形態１における移動時間入力画面を示す図
【図５】本発明の実施の形態１における診断待機モードフローチャート
【図６】本発明の実施の形態１におけるスタンバイモードフローチャート
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【図７】本発明の実施の形態１におけるハイバネーションモードフローチャート
【図８】本発明の実施の形態２における超音波診断装置の構成図
【図９】本発明の実施の形態２におけるフローチャート
【図１０】本発明の実施の形態２におけるモード選択表示画面を示す図
【図１１】本発明の実施の形態２におけるハンドキャリー型省電力手段の選択画面を示す
図
【発明を実施するための形態】
【００１０】
以下に、本発明の超音波診断装置の実施の形態を図面とともに詳細に説明する。
（実施の形態１）
　図１は本発明の実施の形態１に係る超音波診断装置の構成を示すブロック図である。
本実施の形態の超音波診断装置本体００は、超音波送信部０２、送信制御部０３、超音波
受信部０４、信号処理部０５、画像生成部０６、システム制御部０７、操作部０８、本体
外部入出力部０９、表示部１０、バッテリー部１１、ＡＣアダプタ部１２、ＡＣアダプタ
接続検出部１３、電源制御部１４、電源供給部１５、電源ボタン１６を備え、超音波プロ
ーブ０１及び電源プラグ１７と接続可能に構成されている。
【００１１】
　超音波診断装置本体００は、バッテリー部１１又は電源プラグ１７を介して外部のＡＣ
電源から電力が供給される。
【００１２】
　超音波診断装置本体００は、電源ボタン１６を押下することで起動し、電源制御部１４
が、電源供給部１５へ各構成部への電源供給制御を行う。
【００１３】
　電源供給部１５は、電源制御部１４からの制御に基づいて、バッテリー部１１又はＡＣ
アダプタ部１２から供給される電力を各構成部へ適した電力に変換し、供給を行う。
ＡＣアダプタ部１２は、電源プラグ１７と接続可能に構成され、電源プラグ１７がＡＣ電
源と接続している場合は、ＡＣアダプタ部１２はＡＣ―ＤＣ変換を行い、電源制御部１４
へ電力を供給する。
【００１４】
　バッテリー部１１は、充電式の電源であり、ＡＣアダプタ部１２への電力供給が無い場
合に、充電された電力を電源制御部１４へ供給する。このバッテリー部１１は、電力消耗
時にはＡＣ電源と接続したＡＣアダプタ部１２及び電源制御部１４を介して電力が供給さ
れ、充電される。
【００１５】
　ＡＣアダプタ接続検出部１３は、ＡＣアダプタ部１２に対してＡＣ電源から電力が供給
されているかどうかを監視するとともに、その電源接続有無識別信号を電源制御部１４へ
送信する。電源接続有無識別信号とは、具体的にはＡＣ電源から電力の供給があるときと
ないときで異なる信号を出力することによりＡＣ電源と電気的に接続しているか否かを判
別できる信号である。
【００１６】
　電源制御部１４は、ＡＣアダプタ接続検出部１３からの電源接続有無識別信号を基にＡ
Ｃアダプタ部１２からの電力または、バッテリー部１１からの電力を電源供給部１５から
各部へ送信する制御を行う。
【００１７】
　なお、バッテリー部１１及びＡＣアダプタ部１２は、超音波診断装置本体００の内部で
はなく、超音波診断装置本体００と接続可能な構成としてもよい。
【００１８】
　超音波プローブ０１は、振動子を備え、超音波送信部０２からの送信電気信号を超音波
に変換し、超音波プローブ０１を被検体の表面に接触させた状態で振動子から発せられる
超音波を被検体に向けて送信する。そして、超音波プローブ０１は、被検体からの反射超
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音波を受信し、振動子によりこれら反射超音波をそれぞれ受信電気信号に変換して、これ
ら受信電気信号を超音波受信部０４に供給する。
【００１９】
　超音波送信部０２は、超音波プローブ０１内の振動子へ、超音波を送信するための送信
電気信号を供給する。超音波プローブ０１から被検体に超音波を送信するための送信電気
信号は送信制御部０３が制御する。なお、超音波送信部０２は超音波プローブ０１内に設
けても良い。
【００２０】
　超音波受信部０４は、超音波プローブ０１から受信した受信電気信号を、アナログ―デ
ジタル変換、ゲイン調整等を行い受信信号を生成及び取得する。なお、超音波プローブ０
１内で受信電気信号から受信信号を生成する処理を行い、超音波診断装置本体００内に備
えられる超音波受信部０４は、この受信信号を取得する構成であってもよい。
【００２１】
　信号処理部０５は、超音波受信部０４が生成した受信信号に対してログ圧縮、エッジエ
ンハンス等の各種デジタル信号処理を行い、画像生成部０６へ出力する。
【００２２】
　画像生成部０６は、信号処理部０５が出力したデータに対して、各種画像変換を行い、
画像を表示部１０へ表示するための画像データを生成する。
【００２３】
　システム制御部０７は、超音波送信部０２、送信制御部０３、超音波受信部０４、信号
処理部０５、画像生成部０６、操作部０８、本体外部入出力部０９、表示部１０、電源供
給部１５と接続し、各部又は各構成間のシステム制御を行う。
【００２４】
　操作部０８は、ユーザーが各種操作を行った動作に基づきシステム制御部０７へ操作信
号を出力する。操作部０８は例えばボタン、トラックボール、タッチパネル等である。
本体外部入出力部０９は、外部デバイス等との接続に用い、画像生成部０６が生成する画
像データの外部デバイスへの保存及び読み出しのための画像信号の入出力を行い、システ
ム制御部０７がその入出力制御を行う。
【００２５】
　表示部１０は、画像生成部０６が生成した画像データを表示する。操作部０８がタッチ
パネルの場合は、この表示部１０をタッチパネル付きの表示部としてもよい。
【００２６】
　次に、実施の形態１に係る超音波診断装置の動作について、図２を用いて説明する。図
２は、実施の形態１の超音波診断装置本体００の動作を示すフローチャートである。
超音波診断装置本体００は、電源ボタン１６が押下されると、電源制御部１４がＡＣアダ
プタ接続検出部１３から送信される電源接続有無識別信号を検出し、ＡＣアダプタ部１２
がＡＣ電源と電気的に接続しているか否かを判別するが、本発明の実施の形態では、超音
波診断装置本体００の起動時にＡＣアダプタが接続されている場合を前提としたフローを
説明する。
【００２７】
　超音波診断装置本体００は電源ボタン１６が押下されると、ステップＳ２０１において
電源制御部１４が電源供給部１５から各部への電力供給を行うよう制御し、システム制御
部０７が起動し、送信制御部０３、超音波受信部０４、信号処理部０５、画像生成部０６
のレジスタ設定などの初期設定等を行う。
【００２８】
　次に、ステップＳ２０２において、電源制御部１４はバッテリー部１１のバッテリー残
量を確認し、バッテリー残量が所定量以下の場合はステップＳ２０３へ遷移し、バッテリ
ー残量が所定量より多い場合はステップＳ２０４へ遷移する。
【００２９】
　ステップＳ２０３において、電源制御部１４は、ＡＣアダプタ部１２から出力される電
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力をバッテリー部１１に適した電力に変換する制御を電源供給部１５へ行い、電源供給部
１５はその変換した電力をバッテリー部１１へ供給し、バッテリーの充電を開始する。
ステップＳ２０４において、超音波診断装置本体００は、診断モードへ遷移する。診断モ
ードとは、実際の超音波診断画像を表示する画面へ移行した状態であり、超音波送信部０
２から超音波プローブ０１内の振動子へ、超音波を送信するための送信電気信号を供給し
ている。
【００３０】
　ユーザーは超音波診断装置本体００の診断モードにて診断、検査を行う。
【００３１】
　ステップＳ２０５において、ＡＣアダプタ接続検出部１３がＡＣ電源からの電力の供給
が遮断されたことを検出すると、ステップＳ２０６へ遷移する。ＡＣ電源からの電力の供
給が遮断される場合とは、例えばユーザーが超音波診断装置本体００をＡＣ電源から離れ
た場所へ移動させようとする場合、誤って電源プラグ１７がＡＣ電源から抜けた場合、停
電などによりＡＣ電源の電力がＡＣアダプタへ供給されなくなった場合等が挙げられる。
【００３２】
　ステップＳ２０６において、ＡＣアダプタ接続検出部１３は、ＡＣ電源との接続が遮断
された旨の電源接続有無識別信号を電源制御部１４へ出力する。更に、電源制御部１４は
この電源接続有無識別信号を受信すると、バッテリー部１１からの電源供給へ切り替える
。これにより、ＡＣ電源からの電力の供給が遮断されても、超音波診断装置本体００に供
給される電力は遮断されず、超音波診断装置本体００が中断することなく動作することが
できる。
【００３３】
　次に、ステップＳ２０７において、システム制御部０７は表示部１０に、モードを選択
するための画面を表示する。図３は、このとき表示部１０に表示される画面の一例を示し
ている。ここでは、「診断待機」、「スタンバイ」、「ハイバネーション」、「シャット
ダウン」の４つのモードのいずれかを選択するよう提示している。ユーザーは、操作部０
８を用いていずれかのモードを選択する。超音波診断装置本体００は、操作部０８からの
入力を受け付けると、モード毎に定められた処理フローに遷移する。以下に、モード毎の
処理フローを図５～７を用いて説明する。
【００３４】
　次に、図５を用いて、ステップＳ２０７において表示されたモードのうち診断待機モー
ドを選択した場合の処理フローについて説明する。
図５は、ユーザーが診断待機を選択した場合の処理フローを示す図である。
【００３５】
　診断待機モードは、例えば設定などを維持するために電源を完全に落とさずに超音波診
断装置を移動させたい場合、すなわち超音波診断を行わない場合を意図する。診断待機モ
ードでは、システム制御部０７への電源は供給したままで超音波送信部０２への電源供給
を遮断し、超音波プローブ０１へ送信電気信号を供給しない。
システム制御部０７が、診断待機モードを選択する信号を受信すると、図５に示すフロー
に遷移する。
【００３６】
　まず、ステップＳ５０１において、システム制御部０７が診断待機モードを継続させた
い時間の入力を促す画面を表示し、時間の入力を受け付ける。診断待機モードを継続させ
たい時間とは、例えば移動時間である。図４は、ステップＳ５０１において表示部１０に
表示される画面の一例である。ユーザーは、操作部０８を用いておおよその移動時間を入
力する。ユーザーは、操作部０８を用いておおよその移動時間を入力する。
【００３７】
　この移動時間の入力を受け付けると、ステップＳ５０２において、システム制御部０７
は、現在のバッテリー部１１の保有する電力残量と移動時間分の消費電力の比較を行い、
バッテリー残量不足の場合は、ステップＳ５０３へ遷移し、バッテリー残量が十分な場合
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はステップＳ５０５へ遷移する。バッテリー残量と移動時間分の消費電力の比較とは、具
体的には、システム制御部０７が、ステップＳ５０１において入力を受け付けた時間から
、この時間の間診断待機モードを継続させるために必要な超音波診断装置本体００の消費
電力を算出し、この算出した消費電力の値とバッテリー部１１の電力残量の値を比較する
。診断待機モードを継続させるために必要な消費電力とは、超音波診断装置本体００の送
信制御部０３への電力供給を遮断した場合の消費電力である。算出した消費電力がバッテ
リー部１１の電力残量より多い場合は、バッテリー残量不足と判定し、算出した消費電力
がバッテリー部１１の電力残量より少ない場合は、バッテリー残量が十分と判定する。
【００３８】
　ステップＳ５０２からステップＳ５０３へ遷移すると、ステップＳ５０３において、シ
ステム制御部０７は、表示部１０へ、バッテリー残量が不足している旨の警告を行う。更
に、ステップＳ５０４において、システム制御部０７は、診断待機モード以外のモードの
選択を促す表示を表示部１０へ表示する。ここで診断待機モード以外のモードの選択を受
け付けると、選択したモードの処理フローへ遷移する。また、電源プラグ１７をＡＣ電源
へ接続するよう促す表示を表示部１０へ表示してもよい。
【００３９】
　ステップＳ５０２からステップＳ５０５へ遷移すると、ステップＳ５０５において、電
源制御部１４は、超音波送信部０２が送信電気信号を生成しないように電源供給部１５か
ら超音波送信部０２への電力供給を遮断する。このとき、システム制御部０７、電源供給
部１５、本体外部入出力部０９、電源ボタン１６への電力供給は維持し、送信制御部０３
、超音波受信部０４、信号処理部０５、画像生成部０６、操作部０８、ＡＣアダプタ接続
検出部１３はそれぞれ電力供給量を減少させた省電力モードとし、表示部１０については
輝度を減少させる。なお、診断待機モードは、少なくとも超音波送信部０２への電力供給
を遮断し、システム制御部０７への電力供給が維持されるモードであり、その他の構成の
電力量については適宜設定してもよい。
【００４０】
　次に、ステップＳ５０６において、システム制御部０７が診断待機モードを解除する旨
の信号を受け付けない場合は、ステップＳ５０７へ遷移し、診断待機モードを解除する旨
の信号を受け付けた場合は、ステップＳ５１２へ遷移する。診断待機モードを解除する旨
の信号は、例えば診断待機モードにおいて電源ボタン１６が押下された信号を受信したと
きに、診断待機モードを解除する旨の信号であると認識するようにしてもよい。
【００４１】
　ステップＳ５０６からステップＳ５０７へ遷移すると、ステップＳ５０７において、シ
ステム制御部０７は、ステップＳ５０１において入力を受け付けた時間と時間の入力を受
け付けたときからの経過時間を比較して、経過時間が入力された時間よりも超過している
場合にはステップＳ５０８へ遷移し、超過していなければステップＳ５０６へ戻る。
【００４２】
　ステップＳ５０８において、システム制御部０７は、移動を完了させるよう促す旨の警
告を表示部１０へ表示する。なお、アラームを発生させることで警告するようにしてもよ
い。
【００４３】
　更に、ステップＳ５０９において、電源制御部１４はバッテリー部１１のバッテリー残
量を確認し、バッテリー残量が所定量以下の場合はステップＳ５１０へ遷移し、バッテリ
ー残量が所定量より多い場合はステップＳ５０６へ遷移する。なお、バッテリー残量が所
定量より多くステップＳ５０６へ遷移した場合は、その後はステップＳ５０７及びステッ
プＳ５０８を省略してもよい。
【００４４】
　ステップＳ５０９においてステップＳ５１０へ遷移した場合、ステップＳ５１０におい
て、システム制御部０７は、表示部１０に超音波診断装置本体００のシステムをシャット
ダウンする旨の警告を表示し、ステップＳ５１１において、システム制御部０７は超音波
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診断装置本体００の現在のシステム設定を保存し、システムをシャットダウンし、超音波
診断装置本体００を安全に停止する。ここでシステム設定とは、画像データ、患者情報、
システム制御部０７の設定等である。
ステップＳ５０６においてステップＳ５１２へ遷移すると、ステップＳ５１２において、
システム制御部０７は、ＡＣ電源へ接続することを促す旨の警告を表示部１０へ表示する
。
【００４５】
　次に、ステップＳ５１３において、電源制御部１４がＡＣアダプタ接続検出部１３から
受信した電源接続有無識別信号によりＡＣ電源に電気的に接続していないと認識した場合
にはステップＳ５１４へ遷移し、ＡＣ電源に電気的に接続していると認識した場合にはス
テップＳ５１５へ遷移する。
【００４６】
　ステップＳ５１３においてステップＳ５１４へ遷移すると、ステップＳ５１４において
電源制御部１４はバッテリー部１１からの電力供給を維持したまま、診断待機モードを解
除する。すなわち、超音波送信に関する電源の遮断を解除し、送信制御部０３へ電力を供
給して超音波プローブ０１から超音波が送信される状態にする。
【００４７】
　ステップＳ５１３においてステップＳ５１５へ遷移すると、ステップＳ５１５において
、電源制御部１４は電源供給部１５へ供給する電力をＡＣアダプタ部１２から供給される
電力に切り替える。
【００４８】
　次にステップＳ５１６において、診断待機モードを解除する。すなわち、超音波送信に
関する電源の遮断を解除し、送信制御部０３へ電力を供給して超音波プローブ０１から超
音波が送信できる状態にする。
【００４９】
　次に、図６を用いて、ステップＳ２０７において表示されたモードのうちスタンバイモ
ードを選択した場合の処理フローについて説明する。
【００５０】
　図６は、ユーザーがスタンバイを選択した場合の処理フローを示す図である。
【００５１】
　スタンバイモードは、診断待機モードと同様に、例えば設定などを維持するために電源
を完全に落とさずに超音波診断装置を移動させたい場合、すなわち超音波診断を行わない
場合を意図するが、診断待機モードよりも更に電力消費量を抑制させたモードである。診
断待機モードよりも、通常の診断モードへの移行へは時間がかかるが、電力消費量を少な
くすることができ、長距離の移動にも対応できる利点がある。スタンバイモードでは、シ
ステム制御部０７への電源供給量を極力減少させ、メモリには通常動作時と同様の電力を
供給し、設定を保持させる省電力モードとし、送信制御部０３への電力供給を遮断して超
音波プローブ０１へ送信電気信号を供給しない。
【００５２】
　システム制御部０７が、スタンバイモードを選択する信号を受信すると、図６に示すフ
ローに遷移する。診断待機モードと同じフローについては同じ符号を用いて表し、その説
明を省略する。
【００５３】
　診断待機モードと異なる点は、スタンバイモードを選択する信号を受信すると、ステッ
プＳ５０１を省略してステップＳ５０２の処理が行われ、更にステップＳ５０７とステッ
プＳ５０８を省略してステップＳ５０６においてシステム制御部０７が診断待機モードを
解除する旨の信号を受け付けない場合は、ステップＳ５０９へ遷移する点である。また、
ステップＳ５０５のかわりにステップＳ６０５の処理を実行する。
【００５４】
　ステップＳ５０２においてバッテリー残量が十分と判定するとステップＳ６０５へ遷移
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し、ステップＳ６０５において、電源制御部１４は、電源供給部１５から超音波送信部０
２、送信制御部０３、超音波受信部０４、信号処理部０５、画像生成部０６、操作部０８
、本体外部入出力部０９、表示部１０、ＡＣアダプタ接続検出部１３への電力供給を遮断
する。このとき、電源ボタン１６への電力供給は維持し、システム制御部０７は電力供給
量を減少させ、システム制御部０７内のメモリのみ通電させる省電力モードとする。なお
、スタンバイモードは、少なくとも送信制御部０３及び超音波送信部０２への電力供給を
遮断し、システム制御部０７への電力供給量を減少させ、システム制御部０７内のメモリ
には通常動作時と同様の電力を供給し設定を保持するモードであり、その他の構成の電力
量については適宜設定してもよい。
【００５５】
　次に、図７を用いて、ステップＳ２０７において表示されたモードのうちハイバネーシ
ョンモードを選択した場合の処理フローについて説明する。
【００５６】
　図７は、ユーザーがハイバネーションを選択した場合の処理フローを示す図である。
【００５７】
　ハイバネーションモードは、電源を落として超音波診断装置を移動させたい場合、すな
わち超音波診断を行わない場合を意図するが、システム制御部０７の設定などを保存して
移動後に再び設定をすることなく保存していた設定で診断モードを起動させるモードであ
る。スタンバイモードよりも更に電力消費量を抑制させたモードである。システム制御部
０７の設定を保存した後にシステム制御部０７への電力供給を遮断し、再び診断モードと
する際にその保存した設定を使用するので、通常のシャットダウンをするよりも、再びシ
ステム制御部０７を起動させるまでの時間を短縮することができる。
システム制御部０７が、ハイバネーションモードを選択する信号を受信すると、図７に示
すフローに遷移する。診断待機モードと同じフローについては同じ符号を用いて表し、そ
の説明を省略する。
【００５８】
　診断待機モードと異なる点は、ハイバネーションモードを選択する信号を受信すると、
ステップＳ５０１を省略してステップＳ５０２の処理が行われ、更にステップＳ５０７と
ステップＳ５０８を省略してステップＳ５０６においてシステム制御部０７が診断待機モ
ードを解除する旨の信号を受け付けない場合は、ステップＳ５０９へ遷移する点である。
また、ステップＳ５０５のかわりにステップＳ７０５の処理を実行する。
【００５９】
　ステップＳ５０２においてバッテリー残量が十分と判定するとステップＳ７０５へ遷移
し、ステップＳ７０５において、システム制御部０７内のメモリに保存してあるシステム
設定を、超音波診断装置本体００内にありシステム制御部０７と接続する外部記憶装置（
図示せず）へ保存し、電源制御部１４は、電源供給部１５から超音波送信部０２、送信制
御部０３、超音波受信部０４、信号処理部０５、画像生成部０６、操作部０８、本体外部
入出力部０９、表示部１０、ＡＣアダプタ接続検出部１３への電力供給を遮断する。シス
テム制御部０７への電力供給に関しては、システム設定を保存した後に、ハイバネーショ
ンモード解除時に必要な電力以外を遮断する。また、電源ボタン１６への電力供給は維持
する。
【００６０】
　次に、ステップＳ２０７において表示されたモードのうちシャットダウンを選択した場
合は、システム制御部０７は超音波診断装置本体００をシャットダウンする。
なお、超音波診断装置本体００は、ハンドキャリータイプであってもよいし、押して移動
できるカートに載せたカートタイプであってもよい。
【００６１】
　また、それぞれのモードの処理は一例であり、各構成についてどのように電力を供給す
るかを予め設定し、それを所定のモードとしておけばよい。
（実施の形態２）
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　図８の構成のカート型超音波診断装置２０は、例えば車輪等によりスライド移動が可能
なカートに超音波診断装置を備えたものであって、超音波診断装置本体００と、追加プロ
ーブポート部２１、外部機器２２、カート外部入出力部２３とから構成される。超音波診
断装置本体００は、装置構成検出部２４を備える点で実施の形態１と異なる。実施の形態
１と同様の構成については、同じ符号を用いてその説明については省略する。
【００６２】
　超音波診断装置本体００は、超音波送信部０２、送信制御部０３、超音波受信部０４、
信号処理部０５、画像生成部０６、システム制御部０７、操作部０８、本体外部入出力部
０９、表示部１０、バッテリー部１１、ＡＣアダプタ部１２、ＡＣアダプタ接続検出部１
３、電源制御部１４、電源供給部１５、電源ボタン１６、装置構成検出部２４を備え、超
音波プローブ０１及び電源プラグ１７と接続可能に構成されている。
【００６３】
　電源プラグ１７は超音波診断装置本体００に直接接続する構成としてもよいし、カート
型超音波診断装置２０に電源プラグ１７の接続口を設け、超音波診断装置本体００のＡＣ
アダプタ部１２と電気的に接続していてもよい。
【００６４】
　追加プローブポート部２１は、複数の超音波プローブ０１を接続可能な接続部であり、
使用用途によって異なる種類の超音波プローブ０１を接続することができる。
【００６５】
　外部機器２２は、例えば画像生成部０６が生成した診断中の画像を保存する記憶装置で
あり、本体外部入出力部０９と接続する。また、外部機器２２は、ＤＶＤなどの記憶媒体
に記憶されたデータを読み出す機器であってもよい。
【００６６】
　カート外部入出力部２３は本体外部入出力部０９と同様の機能を有し、様々なデバイス
の接続を意図した拡張部である。例えば、ＵＳＢポート又はＨＤＭＩ（登録商標）ポート
、ＳＤカード差込口、ＬＡＮポートなどである。
【００６７】
　装置構成検出部２４は、追加プローブポート部２１、外部機器２２、カート外部入出力
部２３のそれぞれとの接続状態を検出し、それぞれの接続状態によって異なる信号である
構成接続有無識別信号をシステム制御部０７へ出力する。ここで、一例として追加プロー
ブポート部２１の接続状態の検出について具体的に説明する。追加プローブポート部２１
は、追加プローブポート部２１と超音波プローブ０１の接続部が接続することによって電
圧レベルが変化する個別接続有無信号を装置構成検出部２４へ出力する。装置構成検出部
２４はこの個別接続有無信号を検出することにより追加プローブポート部２１と超音波プ
ローブ０１との接続状態を検出することができる。なお、本実施例に記載の装置構成検出
部２４は、実施の形態１の場合に内蔵することで、カート型超音波診断装置２０の形態か
超音波診断装置本体００（ハンドキャリータイプを含む）かを判別することが可能である
。
【００６８】
　なお、バッテリー部１１及びＡＣアダプタ部１２は本体内部又は外部のいずれに配置し
てもよく、また、それぞれ劣化などの理由により交換の必要性がある場合に備えて、取り
外して交換可能な構成としてもよい。
【００６９】
　実施の形態２に係る超音波診断装置の動作について、図９を用いて説明する。図９は実
施の形態２の超音波診断装置本体００の動作を示すフローチャートである。
超音波診断装置本体００は、電源ボタン１６が押下されると、電源制御部１４がＡＣアダ
プタ接続検出部１３から送信される電源接続有無識別信号を検出し、ＡＣアダプタ部１２
がＡＣ電源と電気的に接続しているか否かを判別するが、本発明の実施の形態では、超音
波診断装置本体００の起動時にＡＣアダプタが接続されている場合を前提としたフローを
説明する。
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【００７０】
　超音波診断装置本体００は電源ボタン１６が押下されると、ステップＳ９０１において
電源制御部１４が電源供給部１５から各部への電力供給を行うよう制御し、システム制御
部０７が起動し、送信制御部０３のレジスタ設定などの初期設定等を行う。
【００７１】
　次に、ステップＳ９０２において、装置構成検出部２４は、追加プローブポート部２１
、外部機器２２、カート外部入出力部２３のそれぞれとの接続状態を検出する。具体的に
は、追加プローブポート部２１の接続状態とはどのポートにプローブが接続しているかを
検出し、外部機器２２の接続状態とは超音波診断装置本体００に外部機器２２が接続して
いるか否かを検出し、カート外部入出力部２３の接続状態とはカート外部入出力部２３に
接続されたデバイスがあるか否かを検出する。そして検出した接続状態を構成接続有無識
別信号としてシステム制御部０７へ送信する。
【００７２】
　次に、ステップＳ９０３において、電源制御部１４はバッテリー部１１のバッテリー残
量を確認し、バッテリー残量が所定量以下の場合はステップＳ９０４へ遷移し、バッテリ
ー残量が所定量より多い場合はステップＳ９０５へ遷移する。
【００７３】
　ステップＳ９０４において、電源制御部１４は、ＡＣアダプタ部１２から出力される電
力をバッテリー部１１に供給し、バッテリーの充電を開始する。
【００７４】
　ステップＳ９０５において、超音波診断装置本体００は、診断モードへ遷移する。診断
モードとは、実際の超音波診断画像を表示する画面へ移行した状態であり、超音波送信部
０２から超音波プローブ０１内の振動子へ、超音波を送信するための送信電気信号を供給
している。
【００７５】
　ユーザーは超音波診断装置本体００の診断モードにて診断、検査を行う。
【００７６】
　ステップＳ９０６において、ＡＣアダプタ接続検出部１３がＡＣ電源からの電力の供給
が遮断されたことを検出すると、ステップＳ９０７へ遷移する。ＡＣ電源からの電力の供
給が遮断される場合とは、例えばユーザーがカート型超音波診断装置２０をＡＣ電源から
離れた場所へ移動させようとする場合、誤って電源プラグ１７がＡＣ電源から抜けた場合
、停電などによりＡＣ電源の電力がＡＣアダプタへ供給されなくなった場合等が挙げられ
る。
【００７７】
　ステップＳ９０７において、ＡＣアダプタ接続検出部１３は、ＡＣ電源との電気的な接
続が遮断された旨の電源接続有無識別信号を電源制御部１４へ出力する。更に、電源制御
部１４はこの電源接続有無識別信号を受信すると、バッテリー部１１からの電源供給へ切
り替える。これにより、ＡＣ電源からの電力の供給が遮断されても、超音波診断装置本体
００に供給される電力は遮断されず、超音波診断装置本体００が中断することなく動作す
ることができる。
【００７８】
　次に、ステップＳ９０８において、システム制御部０７は表示部１０に、消費電力を調
整するモードを選択するための画面を表示する。図１０は、このとき表示部１０に表示さ
れる画面の一例を示している。ここでは、ステップＳ９０２において装置構成検出部２４
が検出した構成である、カート外部入出力部２３へ接続された構成、外部機器２２、追加
プローブポート部２１のうち超音波診断装置本体００へ接続されたポート、及び超音波診
断装置本体００が備えるコントロールパネル、送信制御部０３、表示部１０の輝度、本体
外部入出力部０９に接続された構成のうちいずれか又は複数の構成を選択するよう提示し
ている。ユーザーは、操作部０８を用いていずれかの構成、又は複数の構成を選択する。
超音波診断装置本体００は、操作部０８からの入力を受け付けると、各構成について供給
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電力を所定の供給量へ減らす。所定の供給量は、予め定められていてもよいし、ユーザー
が設定できるようにしてもよい。電源制御部１４は、ここで選択した構成に対して所定の
供給量とするように供給電力を制御する。例えば、ユーザーがカート型超音波診断装置２
０を離れた場所へ移動させることを目的としている場合、すなわちしばらくの間超音波診
断を行わない場合は、カート外部入出力部２３へ接続された構成、外部機器２２、追加プ
ローブポート部２１、コントロールパネル、送信制御部０３、表示部１０、本体外部入出
力部０９に接続される構成の、一部又は全てに対して電力供給を遮断してもよい。
【００７９】
　また、図１１は、ステップＳ９０８において表示部１０に表示される画面の異なる一例
を示している。システム制御部０７は、装置構成検出部２４から送信される構成接続有無
識別信号により、追加プローブポート部２１、外部機器２２及びカート外部入出力部２３
の全てが超音波診断装置本体００に未接続であると判別した場合はカート型超音波診断装
置２０の構成ではなく、ハンドキャリー型として超音波診断装置本体００のみをユーザー
が使用していると判断し、図１１に示すように超音波診断装置本体００が備える送信制御
部０３、表示部１０の輝度、本体外部入出力部０９に接続された構成のうちいずれか又は
複数の構成を選択するよう提示する。
【００８０】
　すなわち、ステップＳ９０２において超音波診断装置本体００へ接続されている構成を
識別した上で、ステップＳ９０８において供給電力を省くことができる可能性のある構成
をユーザーが選択できるように表示する。
【００８１】
　ユーザーはステップＳ９０８において表示部１０へ表示される選択画面から、目的にあ
わせて不要な機能への電力供給を遮断することで、バッテリーでの動作時間向上を可能と
する。
【００８２】
　次に、ステップＳ９０９において、電源制御部１４はバッテリー部１１のバッテリー残
量を確認し、バッテリー残量が所定量以下の場合はステップＳ９１０へ遷移する。
ステップＳ９１０において、表示部１０へカート型超音波診断装置２０を停止させる旨の
警告を表示し、ステップＳ９１１において、システム制御部０７はシステム設定を保存し
、シャットダウンし、カート型超音波診断装置２０を安全に停止する。
【００８３】
　なお、実施の形態２においても、実施の形態１のように、装置構成検出部２４が検出す
る各構成との接続状態に基づいて、予め設定してあるいくつかのモードをステップＳ９０
８においてユーザーに選択させてもよい。この設定は、超音波診断装置本体００に予め記
憶させていてもよいし、ユーザーが設定できるようにしてもよい。例えば、装置構成検出
部２４が追加プローブポート部２１、外部機器２２及びカート外部入出力部２３の全てが
超音波診断装置本体００に未接続であると判別した場合は、ステップＳ９０８において図
３を用いて説明した各モードを選択させるようにしてもよい。なお、それぞれのモードで
の動作は、図５～７を用いて説明した動作と同様である。
【００８４】
　本発明は、上記実施の形態に限定されるものではなく、着脱検出や各省電力手段、モー
ドなどは適宜変更を許容される。例えば装置構成検出部２４が接続を検出する構成は、追
加プローブポート部２１、外部機器２２及びカート外部入出力部２３のいずれかであって
もよいし、これらに限られない。本発明は超音波診断装置本体００またはカート型超音波
診断装置２０に関して、着脱可能な構成すべてに適用可能で、装置構成検出部２４がそれ
ぞれの構成との接続を検出し、それぞれの構成に関して個別に消費電力量の設定をするこ
とが可能である。
【産業上の利用可能性】
【００８５】
　ＡＣ電源及びバッテリー電源を切り替えて使用できる超音波診断装置等に利用すること
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【符号の説明】
【００８６】
００　超音波診断装置本体
０１　超音波プローブ
０２　超音波送信部
０３　送信制御部
０４　超音波受信部
０５   信号処理部
０６   画像生成部
０７   システム制御部
０８   操作部
０９   本体外部入出力部
１０   表示部
１１   バッテリー部
１２   ＡＣアダプタ部
１３   ＡＣアダプタ接続検出部
１４   電源制御部
１５   電源供給部
１６   電源ボタン
１７   電源プラグ
２０   カート型超音波診断装置
２１   追加プローブポート部
２２   外部機器
２３   カート外部入出力部
２４   装置構成検出部
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